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• 総合事業の訪問サービスについて
• 生活支援訪問サービスについて
• サービス提供を行うときの留意点
• 「一定の研修受講者」について
• 神戸市生活支援訪問サービス従事者養成
研修について

もくじ
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神戸市の介護保険のあらましより

・総合事業の訪問サービスについて
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・生活支援訪問サービスについて

神戸市介護保険制度の実施状況より
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介護予防訪問サービスと生活支援訪問サー
ビスは、別々のサービスのため、事業者は
それぞれ指定申請を行う必要があります。

※指定の手続きは監査指導部（指定担当）が所管となります。

※該当のサービスの指定を受けていないにも関わらず、サービス提
供していた場合は、介護給付費等過誤申立の手続を行い、誤った
請求を修正して頂くよう、通知しています。

・サービス提供を行うときの留意点
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資格・要件等 証明書等 備考 

神戸市生活支援訪問サービス 

従事者養成研修 修了者 
修了証 

  

旧訪問介護員養成研修 

3 級課程 修了者 
修了証書 

  

生活援助従事者養成研修  

修了者 
修了証 

 

家政士 合格証 
  

兵庫県介護予防・生活支援員 修了証等 
修了することで「兵庫県介護予防・生活支援員」とみなさ

れる研修については、兵庫県ホームページに掲載。 

 

※訪問介護員の資格を有する方（介護福祉士、介護職員初任者研修等修了
者）、旧訪問介護員3級課程修了者、家政士資格保持者も、「生活支援訪
問サービス」に従事することが可能です。

・「一定の研修受講者」について

神戸市総合事業の実施内容より
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生活支援訪問サービスの従事者を養成するための研修を、
年５回程度実施しています。（受講料無料・要事前申込）
また、修了生の就業促進のため、下記のような取り組みを
行っています。

・求人募集中の事業所と研修修了者のマッチング会
・事業所から募集した求人情報（チラシ）を研修修了生に配布
・ハローワークとタイアップした事業所面接会

修了生にはハローワークへの求職登録を勧めています。
ハローワークの積極的なご利用をよろしくお願いします。

・神戸市生活支援訪問サービス従事者養成研修
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生活支援訪問サービス従事者養成研修のようす


